
２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

４ 委員会は、委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

（事務局）

第 条 委員会の事務局は、学事企画部及び総務部が担当する。

（各学部等委員会）

第 条 各学部等にそれぞれ個人情報保護委員会（以下「各学部等委員会」という。）を置く。

第７章 教育・研修等

（教育及び研修）

第 条 学長及び管理者は、この規程及び関係法令等の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するた

め、教職員に対する必要な教育、研修等を実施しなければならない。

（監査）

第 条 個人情報の保護の取扱いに関する運用が確実に行われるよう、監査室が監査を行うものとする。

第８章 雑則

（法等の取扱い）

第 条 この規程に定めるもののほか、個人情報の保護の取扱いに関する事項については、法及びその他関係法

令により取り扱うものとする。

（内規等の制定）

第 条 各部門は、当該部門の個人情報の保護に関し、適切に対応するため、原則として、この規程に準じて内

規等を定めるものとする。

（この規程の改廃）

第 条 この規程の改廃は、北里大学学部長会の議を経て、理事会において決定する。

附 則

この規程は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成 年９月１日から施行する。

附 則（北学総第 － 号）

この規程は、平成 年４月１日から施行する。

 

③③北北里里大大学学大大学学院院医医療療系系研研究究科科ににおおけけるる個個人人情情報報のの保保護護にに関関すするる取取りり扱扱いい内内規規

目 的

第１条 この内規は、北里大学における個人情報の保護に関する基本規程第２２条の規定にもとづき、医療系研究

科（以下「研究科」という。）における個人情報保護の取り扱いに関し必要な事項を定める。

個人情報保護管理者

第２条 研究科における個人情報保護管理者等の区分は次のとおりとする。

管理責任者：医療系研究科長

副管理責任者：医療系研究科事務室事務長

個人情報の収集及び管理

第３条 研究科が保有する学生等に関する個人情報の種類・利用目的等、及び管理責任者・利用者等、ならびに保

管方法等については、別表１のとおりとする。

個人情報の開示及び訂正等

第４条 学生等からの自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等の請求は、必要な事項を明記した文書（様式第

１号）を医療系研究科長あてに提出するものとする。

２ 前項により、個人情報の全部又は一部を開示等しないときは、医療系研究科長はその理由を文書（様式第２号）

により本人に通知するものとする。

学部等委員会

第５条 研究科における個人情報の保護に関する事項を審議するために、北里大学大学院医療系研究科個人情報保

護委員会（以下「学部等委員会」という。）を置く。

２ 学部等委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

医療系研究科長（委員長）

医療系研究科事務室事務長

医療系研究科医学専攻主任

医療系研究科医科学専攻主任

医療系研究科教育委員会委員長

医療系研究科入試委員会委員長

その他、医療系研究科長が指名する者

３ 学部等委員会は、次の事項を審議する。

個人情報の収集、管理及び利用に関する事項

個人情報の開示及び訂正等に関する事項

個人情報の取り扱いに関する苦情への対応に関する事項

北里大学個人情報保護委員会から付託された事項

その他、個人情報の保護に関する重要な事項

附 則

この内規は、平成１７年６月２３日から施行する。
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